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＜はじめに＞ 

 「ボーイスカウト日本連盟」は昭和１０年に財団法人設立の認可を受け、昭和２４年に

は「財団法人ボーイスカウト日本連盟」に改組され今日に至っています。このたび法改正

による新公益法人制度施行に伴い、当連盟は約６０年ぶりに組織を大幅に改め、「（仮）

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟」として新しい第一歩を踏みだす年度にします。新

制度への移行後も、スカウト運動の基本理念である「ちかい」と「おきて」の実践を基盤

とすることに変わりなく、社会に貢献する青少年教育運動として地域社会との連携を深め、

更に多くの青少年に参加を呼びかけ、社会の動向を的確に捉えてその使命を果たします。 

昨年 7 月の世界スカウト会議において、２０１５年(平成２７年)に開かれる第２３回世

界スカウトジャンボリーが日本で開催されることが決定されました。平成２１年度より日

本開催に向け本格的な準備に取り組みます。世界スカウトジャンボリー成功のため加盟員

が一体となって、大会の成功に向け邁進します。 

全指導者に配付する機関誌の充実を図ります。機関誌を通じて情報の共有化を推進しス

カウト運動の資質向上に努めます。また、教育手法だけでなく、団・隊における実践的な

スカウト活動を充実させ、さらに加盟員全員が一丸となって日本での世界スカウトジャン

ボリー開催に向け意識を共有する運動を展開します。 

 本年８月を「ベンチャー月間」と定め、全国６ブロック２５の県連盟に活動基地を設け

て「日本ベンチャー２００９（第７回ベンチャースカウト大会）」（中学校３年生９月か

ら２０歳未満の青年期男女対象）を開催します。参加意識を明確にするため、自らが選択

するプログラムで、「人生の糧を得る」行脚に旅立ちする機会とします。 

 「世界の仲間と」を合言葉に、日本で開催する世界スカウトジャンボリーに向け世界機

構の加盟国、地域の仲間たちとの更なる交流を進めます。２１世紀を背負う人材を育成す

るため、それぞれのスカウトが交流を通して異なる地域、文化を理解することからスター

トします。 
 
 
＜基本方針＞ 広めよう！スカウティングの楽しさを みんなに 

この運動の本質であるスカウト運動の楽しさを一般の人々に広め、そして参加して 

貰う事を基本方針とする。 

    
＜重点目標＞ スカウト運動を活性化し、加盟員の拡大を図る 

世界スカウトジャンボリーを日本に招致した意義を再認識し、大会の開催を契機に 
スカウト運動を国内にあまねく広めて加盟員の拡大を図る。 
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＜重点施策・事業＞ 

１．スカウト教育法の価値を再認識して指導者の資質の向上を図り、隊・団のスカウティ

ングの充実を図る 

今こそスカウト教育法（※１）を再認識し、プログラムの絶え間ない改善により青少

年の段階的自己教育（※２）を一層促し、スカウト運動を普及させる。そのため、都道

府県連盟との連携を強化し、指導者の指導力向上と、すべての指導者間における各種

情報の共有化をめざす。 
(1)時代のニーズを反映したプログラムを開発する。【事業項目：Ａ全般】 

 (2)指導者を対象とした機関誌「スカウティング」を充実する。【事業項目：Ｃ－１】 

 (3)新たに参加する指導者を対象とした研修体制および現在活躍中の指導者への研修内

容を充実する。【事業項目：Ｂ－１(1)】 

 (4)ボーイスカウト部門における長期キャンプを提唱する。【事業項目：Ａ－１(2)】 

   プラス１泊キャンプ・キャンペーンの展開 

 (5)メディアとの対応を強化し、本運動を広く社会に広報する。【事業項目：全般】 

    
２．多様化する社会の変化とニーズに応え、この運動の素晴らしさを社会により一層ア

ピールする 

多様化する社会に対応できる組織作りを行うと共に、社会のニーズに応える事業を

展開する。 

(1)（仮）公益財団法人ボーイスカウト日本連盟への円滑な移行を図る。 

【事業項目：Ｄ－５】 

   ①日本連盟の組織（理事会・評議員会、教育本部・事務局）および意識の変革を行う。 

  ②都道府県連盟、維持財団等の公益財団等への移行を支援する。 

  ③新公益法人移行に伴う傷害共済制度の対応を図る。 

(2)スカウト運動の社会への貢献を促進する。【事業項目：Ｂ２(2)】 

文部科学省から受託した青少年元気サポート事業（キッズコミュニティー）

の推進と更なる関係機関や地域との連携を強める。 

 (3)将来の目標を定め、自立と自己の確立を促すための大会を実施する。 

【事業項目：Ａ－２(1)】 

日本ベンチャー２００９（第７回ベンチャースカウト大会）を開催する。 

  (4)環境のための活動を更に推進する。【事業項目：Ａ－１(5)】 

スカウトの日として「アイ・ラブ・アース」をテーマとした新たな環境のための

活動の推進を行う。 

 (5)社会に開かれた活動の準備を行う。【事業項目：Ａ－４(1)】 

第１５回日本ジャンボリー(平成２２年夏期、静岡県朝霧高原開催)の準備を進める。 

 

 

※１スカウト教育法・・・ちかいとおきて、行なうことによって学ぶ、パトロール（或いはチーム）シス
テム、象徴的枠組み、個人の進歩、自然、成人の支援 

※２段階的自己教育・・・青少年一人ひとりが自分の資質、関心、これまでの人生経験を役立て発展させ
ることを支援し、自らのペースでさらに進んだ段階へ扉を開くようにすること 
Progressive self-education 
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３．第２３回世界スカウトジャンボリーの開催準備を推進する 

  世界ジャンボリーの日本開催を機会として、我が国のスカウト運動の更なる活性化、

国際化を目指す。 
(1) 第２３回世界スカウトジャンボリー日本開催に向けての準備を行う。 

【事業項目：Ａ－４(2)】 

①政財界を包含した開催準備組織を構築する。 
②予算と財政の検討を開始する。 

(2) 世界スカウト機構が提唱する「ウェルカム・ザ・ワールド・プロジェクト」に取り

組む。【事業項目：Ａ－４(2)】 

(3)国際的人材の育成と確保を行う。【事業項目：Ａ－３、Ａ－４(2)】 

 ①国際活動サービスチームの人材と活動を充実させる。 
②世界スカウト機構（ＷＯＳＭ）、ＷＯＳＭアジア太平洋地域（ＡＰＲ）、スウェーデ

ン連盟（第２２回世界スカウトジャンボリー開催地）等への人材協力を行う。 
 

４．日本連盟の戦略計画および中期財政計画を策定する 

本連盟の将来に向けた戦略および財源確保の戦略を策定する。 
(1) 日本連盟の戦略計画を策定する。【事業項目：Ｄ－４】 

(2) 財政計画を策定する。【事業項目：Ｅ－１，２，３，４】 

 日本連盟野営場の活用促進、ボーイスカウトカードの普及、スカウト用品の売り上

げ促進、維持会員の新規会員獲得の促進等を通じて財政を改善する。  
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《事業項目》 

【Ａ．スカウト関連事業】 

１.青少年プログラムの充実 

(1)ベンチャースカウト部門プログラムのボーイスカウト部門との一貫性、継続性を  

考慮した一体的な改善についての研究開発 

   ベンチャースカウト部門プログラムのボーイスカウト部門との一貫性、継続性を考慮し

た一体的な改善について研究開発協力団（１１ヶ団）とともに研究を行う。 

(2)ボーイスカウト部門の「長期キャンプ」実施率向上 

スカウティングにおける野外活動、特にボーイスカウト部門での５泊以上の長期キャン

プの実施率を高めることによって、スカウト教育の活性化を図る。また、長期キャンプを

実施する上での課題を整理してキャンピング・スタンダードの見直しを行う。 

(3)ローバー年代の活動の強化・支援 

青年の意思決定に基づくローバー年代の青年層の活動の強化と支援を進め、新しいプログ

ラムづくりへの研究事業とする。 

(4)障害児スカウティングの状況の調査と取り組みの充実 

国内における障害児スカウティングの状況を調査するとともに、特別支援教育に対する

スカウティングの取り組みを充実する。 

 (5)世界スカウト機構が推奨する新しい環境プログラムの国内導入に向けた研究 

総体的なプログラムとして、世界スカウト機構が推奨する新しい環境教育プログラム、 

スカウト・オブ・ザ・ワールド・プロジェクトの国内導入に向けた試行を含めた研究を行

う。 

 

 ２．国内事業の実施 

(1)日本ベンチャー２００９（７ＮＶ）の開催 

   全国６ブロックの活動基地において「ＤＯ Ｖｅｎｔｕｒｅ！！行脚」のテーマの基に、

ベンチャースカウト２，９００人の参加を得て開催する。 

  期間：平成２１年８月の１ヶ月間 各活動基地が定めた期間（５泊６日～６泊７日）に

参加する。 

(2)「スカウトの日」を機軸とした奉仕活動等の推進 

全国の加盟団・隊のスカウト、指導者が地域社会への奉仕活動をはじめ、さまざまな 

スカウト活動を全国の各地域において一斉に展開し、加盟員一人ひとりが地域社会に貢

献するとともに、スカウト運動が地域社会に根ざした実践活動であることを広く社会に

アピールする。 

(3)富士章受章スカウト代表表敬 

平成２１年度に富士章を受章したスカウト代表による主要関係先を表敬訪問し、スカ

ウト自身の情熱の再構築と、社会貢献への挑戦意欲を一層向上させる契機とする。 

  (4)平成２１年度日韓スカウトフォーラム、日米スカウトフォーラムの開催 

日韓スカウト交歓計画、並びに日米スカウト交歓計画の一環として、米韓両国からス

カウトを招き、フォーラムを通じて、相互理解の促進を図る。 



- 5 - 

(5)第５２回ジャンボリー・オン・ジ・エア（ＪＯＴＡ）・第１３回ジャンボリー・ 

オン・ジ・インターネット（ＪＯＴＩ） 

内外のスカウトが、電波やインターネットを通じて交流を深める世界スカウト機構（Ｗ

ＯＳＭ）主催の公式国際行事を実施する。 

 

３.国際関係事業の実施 

関係国連盟との連携強化を図るとともに参加者が国際協力の重要性を一層深めるために次

の国際協力プロジェクトを実施する。また、諸外国連盟スカウト関係者との交流を通じて国

際理解・相互理解を深めるため各種の海外派遣・受入事業を実施する。 

受入事業については、受入れ地域の行政・学校等と連携し、一般の青少年が参加できるよう配

慮して実施する。 

また、国際委員会の下に設置されている「国際活動サービスチーム」の活動を充実させ、

国内における国際活動の支援を進めると共に、国際的人材を育成・確保する。 

(1)国際協力プロジェクト 

①平成２１年度ＣＪＫ（日台韓）プロジェクト派遣及び関連会議 

②平成２１年度アジア太平洋提携プロジェクト（バングラデシュ）派遣 

③ウガンダ連盟とのＵＮ－ＨＡＢＩＴＡＴプロジェクト派遣 

  (2)海外各種大会への派遣 

①平成２１年度韓日フォーラム派遣 

②第６回ＡＰＲスカウトユースフォーラム派遣 

③第２６回ＡＰＲスカウトジャンボリー派遣 

   ④平成２１年度フィルモント派遣 

 (3)個人による海外派遣 

①平成２１年度カンデルスティッヒ夏季野営スタッフ派遣 

②平成２１年度国際キャンプスタッフ計画派遣 

③平成２１年度スカウト特別海外派遣 

④平成２１年度スカウトオーストラリア短期留学派遣 

(4)海外スカウト受入事業 

①日米スカウト交歓(米国スカウト招聘)計画  

②日韓スカウト交歓（韓国スカウト招聘）計画     

③オーストラリア留学生受入事業        

  (5)第２２回世界スカウトジャンボリー派遣準備 

   ①派遣団長会議への出席 

   ②派遣団長の選任・派遣員の募集 

   ③旅行手配 

  (6)国際活動サービスチームの活動 

   ①外国スカウト案内 

   ②海外派遣への支援 

   ③翻訳 
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４．各種大会開催のための準備  

(1) 第１５回日本ジャンボリー（１５ＮＪ）実行委員会の開催 

２０１０年８月２日(月)から８月８日（日）まで静岡県朝霧高原にて開催される１５ＮＪ 

   の実施に向け、準備並びに運営に必要な事項の審議と議決及び具体的諸計画を推進する。 

(2)第２３回世界スカウトジャンボリー日本開催準備  

   ①組織委員会により次のことを進める。 

ホスト国連盟として世界スカウト機構および各国スカウト連盟と継続した連絡調整を     

    行い、２００９年９月を目途に組織委員会を立ち上げる。また、２２ＷＳＪ開催国である

スウェーデンとも連携をとり、併せて財源の確保についても進めていく。 

   ②ウェルカム・ザ・ワールドプロジェクトの推進（加盟員拡大への取り組み） 

   ③ジョイン・イン・ジャンボリーの準備 

   ④世界スカウト機構・世界スカウト行事への支援 

 

 

【Ｂ．指導者関連事業】 

  １．指導者の養成    

(1)新たな指導者訓練制度の確立と指導者への支援 

本年度は、昨年度までに策定した新指導者訓練体系での研修を複数県連盟で試行を実施

し、その運営方法や内容等について検証する。 

また、指導者訓練責任者を対象とした新指導者訓練制度の説明会を行う。 

現役の隊長に対しては、定型外訓練等を活用した研修を検討する。 

(2)各種指導者訓練コースの開設 

各県連盟・ブロックの協力を得て、従来の方法によるボーイスカウト講習会・各種隊指

導者訓練・成人指導者訓練機関の開設並びに関連会議を開催し、多くの参加者を得て、指

導者の資質向上を目指す。 

・ボーイスカウト講習会     ３０７回 

・ウッドバッジ研修所       ６７コース 

・ウッドバッジ実修所        ７コース 

・団運営研修所          １５コース 

・コミッショナー研修所       ５コース 

・コミッショナー実修所       １コース 

・副リーダートレーナーコース    １コース 

・リーダートレーナーコース     １コース  

 (3)トレーニングチームの充実 

トレーナーの資質の向上を目的に、トレーナー訓練コースの充実、並びに参加条件とト

レーナーの就任条件等の見直しを行う。 

本年度もトレーナーへの情報伝達および研修の機会としたトレーナー研究集会を全国

１１か所で開催する。 

副リーダートレーナー就任にあたって、責務への動機付けと養成を目的とした新任副

リーダートレーナー研修会を２か所で開催する。 
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トレーナーへの情報提供として、トレーニングニュースを年３回発行する。 

(4)ＡＰＲアダルトリソーシスマネジメントセミナーの開催 

     スカウト運動に必要な人材のマネジメントの理解、任務説明書と評価・任務再検討の方

法の理解等を図る。   

 

２．研究事業 

(1)全指導者の自己研修の場となる全国大会開催 

日本連盟からの報告や、年次表彰、講演会のほか、全国の指導者による情報交換や研修

の場を設け開催する。同時に他の青少年団体や行政など、また一般の方が参加できるプロ

グラムを用意する。 

団に関わる指導者や地区コミッショナーの参加を求め、世界や日本連盟の動向を把握し

新たな施策に対する理解と各地域での活動充実の端緒とする。 

期 間：平成２１年５月３０日（土）～３１日（日） 

会 場：全国大会 － ワークピア横浜 および 横浜産貿ホール 

(2)キッズコミュニティの推進 

     文部科学省からの「青少年元気サポート事業」の受託も視野に入れ、一般青少年を対象とす

る体験活動を展開する。また、前年度から取り組む「発達障害」について、一層の理解と対応

力の向上に努める。 

   (3)安全促進フォーラムの開催 

     スカウト活動における安全の促進による事故発生件数の低減化を図り、「安全確保と補

償のシステムループ思想」の理解を求めるとともに、事故実績データの有効活用を推進す

る。 

 

 

【Ｃ．普及広報関連事業】 

１．指導者対象の機関誌の充実 

    全指導者への情報提供・共有を促進するための「機関誌の指導者全員配布」の実施に伴    

   い、新発行体制に相応しい内容企画・編集を行う。 

 

２．スカウト運動の普及促進 

(1)普及広報活動 

①電子媒体の更なる充実 

  日本連盟ホームページの改善を継続し、発信情報内容・程度、他の媒体との棲み分け等、

機能・効率を高めるための検討を行い、実行する。 

②普及資料の作成・配布 

本連盟の普及・広報のための資料を作成・配布し、組織拡充に資する。 

③全国ボーイスカウト写真コンテストの実施 

全国ボーイスカウト写真コンテスト（公募）により、本運動への関心をたかめる。付随

して、スカウト活動に関する画像を広く収集し、広報活動に役立てる。 
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④１６m/mフィルム映像のＤＶＤ化  

  本連盟所蔵の１６ミリ記録映像の経年劣化に伴い、これを電子データ（ＤＶＤ）化して

長期保存可能な状態にし、長く歴史資料として留め、広報資料として活用する。  

(2)組織拡充 

①組織拡充目標を達成した団及び県連盟を顕彰し、組織拡充意識の啓発を図る。 

    ②全国統一同日募集活動の実施 

   ③組織拡充セミナーの開催 

(3)隊・団の現状調査 

     各コミッショナーが隊や団へ適切な支援を行うための基礎資料、また、日本連盟の事業 
施策の基礎資料とするために実施する。 

 

 

【Ｄ．運営事業】 

１．運営のための取組み 

(1)各種会議の開催 

①理事会及び教育本部に関する事業を推進するため、「平成２１年度事業計画表」(最終ペー

ジ参照)に示す各種会議を開催する。 

②理事会のもとに設置した「政策委員会」により、スカウト運動推進・支援に向け諸課題への

取り組みを継続する。 

 ③県連盟コミッショナー会議の開催 

   教育規定 3-53 を責務として３回開催する。また、教育本部コミッショナーは、ブロック

で開催されるブロック県連盟コミッショナー会議に出席し、各都道府県連盟からの情報収集

および日本連盟からの情報伝達を含めた情報交換を行い、本運動の教育面での推進を図る。 

（2）教育本部コミッショナーの元に設置する諮問会議およびタスクフォースの開催 

①宗教関係代表者会議 

  信仰奨励について、加盟員である教宗派関係者との意見交換やヒアリング等を通じて宗教 

的情操教育の増進を図る。 

  ②会員拡大タスクフォース 

    教育本部コミッショナーの元に設置し、教育本部各種委員会と協同して会員拡大を図る。 

(3)傷害共済制度の運用 

①加盟員の安全確保、安全教育の普及、充実を図るとともに万が一の事故に備えた補償制度を

継続して運用する。 

②新公益法人移行に伴い、新たな共済事業制度への移行準備を行う。 

(4)登録事務処理の円滑化とシステムの改善 

県連盟と日本連盟間の事務処理の円滑化を進めるとともに加盟登録システムの改善、保

守・メンテナンスを図る。 
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２．世界スカウト機構、アジア太平洋地域（ＡＰＲ）等との関係強化 

平成２０年 7 月の世界スカウト会議で第２３回世界スカウトジャンボリー（２３ＷＳＪ）

日本開催が決定したことを受けて、世界スカウト機構、アジア太平洋地域（ＡＰＲ）、他地域

等との関係を一層強化すると共に、２３ＷＳＪおよびプレジャンボリーへの協力を求める。 

本年は、第２３回ＡＰＲスカウト会議および第６回アジア太平洋地域ユースフォーラムに

日本代表団を派遣する。また、世界スカウト機構およびＡＰＲの戦略への取り組みを進める。 

 

３．各種機関・団体との連携 

長期に亙り支援・指導をいただいているボーイスカウト振興国会議員連盟、各種行政関係

組織、ロータリークラブ、ライオンズクラブ等と一層の連携を図るとともに、各種国連関係

機関、ガールスカウト日本連盟、中央青少年団体連絡協議会・青少年育成国民会議及び同所

属団体等青少年団体と継続した協力関係を保つ。 

 

４．新戦略計画の策定 

世界スカウト機構およびＡＰＲ戦略の優先領域を考慮した新戦略計画の策定に取り組む。 

 

５．新公益法人への移行 

   公益法人３法の施行により平成２０年１２月１日より特例財団法人ボーイスカウト連盟と

なった本連盟は平成２１年５月末に公益財団法人ボーイスカウト日本連盟への移行を内閣府

に申請し、公益認定等委員会での公益性判定と定款審査後、９月から１２月頃に公益法人とし

て認可される予定である。認可後、本特例財団法人は解散登記と公益法人の登記を行い、登記

をもって公益財団法人ボーイスカウト日本連盟となる。 

この目標に向かって、前年度に引き続き、新公益法人移行委員会において移行に必要な事項

を検討する。また、各都道府県連盟の公益法人等への移行支援を行う。 

 

 

【Ｅ．財政】 

中期財政計画の策定 

 加盟員の減少に伴う加盟登録料収入の減少、スカウト用品の売上げ減収、維持会費の収入減少等

により財政が悪化している。この状況を立て直すための中期計画を策定する。支出を抑えると共に

収入を増やす方策を立案・実施して財政基盤安定のための収入を確保して財政の再建を図り、１５

ＮＪ，１６ＮＪ（プレジャンボリー）、２３ＷＳＪを見据えた健全な財政運営を目指す。 

１ スカウト用品の販売促進 

①スカウト教育に必要な用品の安定供給 

②魅力ある新商品の開発、継続商品の見直し 

③安全で安心な商品の供給 

④新たな販売ルートの開拓 
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２ 書籍の刊行 

①新刊書籍・資料の検討と発行 

②再版時の内容見直し 

③世界スカウト機構および外国連盟出版図書の翻訳出版 

 

３ 資金造成の拡大 

①維持会入会促進活動等の見直し 
②遺贈システムの構築 

③ボーイスカウトカードの入会促進 

④海外スカウト財団（世界スカウト財団・アジア太平洋地域財団）への支援 

 

４ ボーイスカウト教育等に必要な施設の提供及び管理運営 

①山中野営場・那須野営場の整備拡充と管理運営の拡充 

②公益性を考慮した両野営場の運営と利用率の向上 

  

 
以上 

 
 
 

 




